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の認定を受けた各地方公共団体の担当 課 

 

 

                       文部科学省初等中等教育局児童生徒課 

 

令和４年度「子どもの人権ＳＯＳミニレター」事業について（依頼） 

 

 

 平素より人権教育の推進に御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 このたび、法務省人権擁護局から、別添の「令和４年度『子どもの人権ＳＯＳミニレター』事業実

施要領」に基づき、「子どもの人権ＳＯＳミニレター（便箋兼封筒）」を、法務局・地方法務局の職

員等が全国の小・中学校等に対し配布に係る協力依頼を行うとの連絡がありました。 

 ついては、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市町村教育委員会及び所管の学校に対し

て、各指定都市教育委員会におかれては、所管の学校に対して、各都道府県私立学校主管課及び構

造改革特別区域法第 12条第１項の認定を受けた各地方公共団体の担当課におかれては、所轄の学校

及び学校法人等に対して、各国立大学法人附属学校主管課及び各公立大学法人附属学校主管課にお

かれては、その管下の学校に対して、本件について御周知いただきますとともに、この事業への御

協力につき特段の御配慮を賜りますようお願いいたします。 

 いじめ、体罰、虐待、性被害等、子供をめぐる人権問題は、大きな社会問題となっており、最悪の

場合には自殺にもつながるおそれがあります。厚生労働省の公表情報によると、令和３年の小・中

学生の自殺者数は 160 人で、引き続き憂慮すべき状況です。自殺対策の観点からも、人権侵害を早

期に発見し、早期の対応につなげることは重要です。 

各位におかれては、この事業の目的を御理解いただき、積極的な御協力をいただきますよう重ね

てお願いいたします。 

 

（添付資料） 

 ・「令和４年度「子どもの人権ＳＯＳミニレター」事業への協力方について（依頼）」（令和４年

４月４日法務省権調第２１号法務省人権擁護局長） 

 ・令和４年度「子どもの人権ＳＯＳミニレター」事業実施要領 

 ・「子どもの人権ＳＯＳミニレター（便箋兼封筒）」小学校用（令和３年度版） 

 ・「子どもの人権ＳＯＳミニレター（便箋兼封筒）」中学校用（令和３年度版） 

 ※実際に配布される「子どもの人権 SOSミニレター（便箋兼封筒）」小学校用・中学校用は、令和

４年度版として現在製作中のものになります。 

 

 

＜本件連絡先＞                

  文部科学省初等中等教育局児童生徒課指導係 

〒100-8959東京都千代田区霞が関 3-2-2   

        TEL 03‐5253‐4111（内線 3297） 

                             FAX 03‐6734‐3735               



法 務 省 権 調 第 ２ １ 号

令 和 ４ 年 ４ 月 ４ 日

各都道府県・政令指定都市教育委員会教育長 殿

各 都 道 府 県 知 事 殿

附属小・中学校を置く各国立大学法人学長 殿

附属小・中学校を置く各公立大学法人学長 殿

義務教育諸学校を設置する学校設置会社を

所轄する構造改革特別区法第１２条第１項の

認定を受けた各地方公共団体の担当課 殿

法務省人権擁護局長

（ 公 印 省 略 ）

令和４年度「子どもの人権 ミニレター」事業への協力方についてＳＯＳ

依頼）（

平素は、法務省の人権擁護機関（以下「当機関」といいます ）の行う人権。

擁護活動につきまして、格別の御理解と御協力をいただき、厚く御礼申し上

げます。

さて、子どもをめぐる人権問題については、学校におけるいじめの事案が

家庭内における児童虐待の事案も増加し、死に至数多く発生しているほか、

大きな社会問題となっているところです。るケースもあるなど、

これらの事案は、事柄の性質上、周囲の目に付きにくいところで発生する

ことが多く、被害者である子ども自身も、教師や親、友人などの身近な人に

も相談しにくいことから、重大な結果が生じてから発覚する例が少なくあり

ません。

そこで、当機関では、身近な人にも相談できない子どもたちの悩みごとを

的確に把握し、学校及び関係機関と連携を図りながら、子どもをめぐる様々

な人権問題の解決に当たることなどを目的として、平成１８年度から 「子ど、



もの人権ＳＯＳミニレター （以下「ミニレター」といいます ）事業に取り」 。

組んでいます。

全国のミニレターは、便箋と料金受取人払の封筒が一体となったもので、

小・中学校、これに相当する中等教育学校（前期課程 、義務教育学校及び特）

別支援学校（小学部及び中学部）の児童・生徒に配布しています。ミニレタ

ーに悩みごとを書いてポストに投函すると、最寄りの法務局に届き、法務局

職員及び人権擁護委員が一通一通読んで全てに返事をしています。

引き続き同事業を実施することとなり、本年５月下旬から順次、本年度も、

各小・中学校等にミニレターを送付する予定です。

つきましては、今後、法務局職員及び人権擁護委員が管内の小・中学校等

に対し 「子どもの人権ＳＯＳミニレター」の配布についての協力依頼を行う、

ことを予定しております。都道府県・指定都市教育委員会におかれましては

所管の学校及び区域内の市区町村教育委員会等に対して、都道府県知事にお

かれましては所轄の私立学校に対して、国立大学法人学長及び公立大学法人

学長におかれましては設置する学校に対して、その趣旨について周知を図っ

ていただきますとともに、この事業への協力方につき特段の御配慮を賜りた

くお願い申し上げます。

なお、当機関との連携については 「学校等と法務省の人権機関との連携強、

化について（通知 （平成３０年１２月２７日付け３０受初児生第５号文部）」

科学省初等中等教育局児童生徒課長通知）が示されており、また、｢いじめの

防止等のための基本的な方針｣（平成２５年１０月１１日付け文部科学大臣決

定（最終改定平成２９年３月１４日 ）においても、いじめの防止等に関する）

基本的考え方として、いじめの問題への対応においては、法務局を含む関係機

関との適切な連携が必要であることが示されていますので、御参考までに申し

添えます。

おって、本依頼は文部科学省と協議済みです。

＜連絡先＞

法務省人権擁護局調査救済課

担当 小倉

電話 03-3580-4111（内線 2714）

F A X 03-5511-7211



別添

令和４年度「子どもの人権ＳＯＳミニレター」事業実施要領

法 務 省 人 権 擁 護 局

全国人権擁護委員連合会

１ 目的

学校におけるいじめや児童・生徒に対する暴行・虐待など子どもをめぐる人権問

題は、近年大きな社会問題となっている。

法務省の人権擁護機関では、このような子どもの人権問題への対応策として、令

和４年度も、封筒（料金受取人払の処理を施したもの）と便箋を一体化した「子ど

もの人権ＳＯＳミニレター」（以下「ミニレター」という。）を全国の小・中学校

等の児童・生徒に配布する。

本事業は、教師や保護者など身近な人にも相談できずにいる子どもたちの悩みご

とや救済を求める意思などを的確に把握し、学校及び関係機関と連携を図りながら、

子どもをめぐる様々な人権問題の解決に当たるとともに、法務省の人権擁護機関の

相談窓口等（ミニレターによる相談のほか、電話やインターネットによる相談等）

を子どもやその保護者に周知することを目的とする。

２ 対象者

全国の小学校及び中学校（中等教育学校（前期課程）、義務教育学校及び特別支

援学校（小学部及び中学部）を含む。以下「学校等」という。）の児童･生徒全員

３ 実施機関

法務局・地方法務局（以下「法務局」という。）及び都道府県人権擁護委員連合

会（以下「都道府県連合会」という。）

４ 実施期間

令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

５ 実施方法

(1) 法務省人権擁護局（以下「人権擁護局」という。）が行うもの

ア 本事業の実施に当たり、文部科学省を通じ、各都道府県・指定都市教育委員

会、各都道府県私立学校、附属小・中学校を置く各国立大学法人附属学校、附

属小・中学校を置く各公立大学法人附属学校及び義務教育諸学校を設置する学

校設置会社を所轄する構造改革特別区域法（平成１４年法律第１８９号）第１



２条第１項の認定を受けた各地方公共団体の担当課に対して協力を要請する。

イ 令和４年５月下旬から同年７月上旬にかけて、発送業者を介して、法務局が

指定する場所に製作業者が製作したミニレターを送付する。

(2) 法務局が行うもの

ア (1)アの協力要請後、公立の学校を管轄する市区町村教育委員会に対して、

本事業の目的及び概要を説明の上、協力を要請する。

イ 本事業の実施に当たり、学校等に対して本事業の目的及び概要を説明の上、

ミニレターの児童・生徒への配布について協力を要請する。

なお、要請の際には、学級担任等にも本事業の趣旨が伝わるよう配意する。

ウ 都道府県連合会と役割分担及び具体的実施方法等について協議の上、本事業

を実施する。

エ 学校等へのミニレターの配布及び児童・生徒から送付されたミニレターへの

返答は、法務局職員と人権擁護委員とが連携して行う。

オ 児童・生徒から送付されたミニレターについては、人権相談として取り扱い、

相談内容の秘密を厳守する。いじめ、児童虐待等の重大な事案が疑われる場合

には、人権侵犯事件として調査を開始（立件）し、必要な調査を遂げた上で適

切な措置を講ずる。

なお、管下支局管轄区域内の児童・生徒から送付されたミニレターについて

は、当該支局の職員及び人権擁護委員において対応するよう指示して差し支え

ない。

カ 都道府県連合会と連携し、学校等へのミニレターの配布枚数及び児童・生徒

から送付されたミニレターの通数を、四半期ごとに、各四半期の末月の翌月１

０日までに、別途指定するフォルダに格納してある別紙様式に記入する。また、

毎月のミニレターへの対応結果については、人権擁護事務支援システムにより

所定の項目を入力して報告する。
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